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平成29年６月19日 

 
株 主 各 位 
 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 
 

株式会社証券保管振替機構 
 

取締役兼代表執行役社長 加 藤 治 彦 
 

第16回定時株主総会決議御通知 
 

拝啓 平素は、格別の御高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

 さて、本日開催の当社第16回定時株主総会に

おいて、下記のとおり報告及び決議がされまし

たので、御通知申し上げます。 

敬 具 
記 
 

報 告 事 項 1. 第16期（平成28年４月１日から平成

29年３月31日まで）に関する事業報

告及び計算書類報告の件 

  2. 第16期（平成28年４月１日から平成

29年３月31日まで）に関する連結計

算書類並びに会計監査人及び監査委

員会の連結計算書類監査結果報告の

件 

 本件は、その内容を報告いたしまし

た。 
 
決 議 事 項  

 第１号議案 定款一部変更の件 

本件は、原案のとおり承認可決されま

した。 

変更の内容は、次のとおりです。 
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(1) 定款 （下線は変更部分を示します｡）

変  更  後 変  更  前 

（株主総会の招集権者及び議長) 

第１２条 株主総会は、法令

に別段の定めがある場合を

除き、執行役社長を兼務す

る取締役が招集する。ただ

し、執行役社長を兼務する

取締役を欠くとき又は執行

役社長を兼務する取締役に

事故があるときは、あらか

じめ取締役会の定めた順序

により、他の取締役がこれ

にあたる。 

（株主総会の招集権者及び議長) 

第１２条 株主総会は、法令

に別段の定めがある場合を

除き、執行役社長を兼務す

る取締役が招集し、議長と

なる。 

２ 株主総会の議長は、執行

役社長がこれにあたる。た

だし、執行役社長を欠くと

き又は執行役社長に事故が

あるときは、あらかじめ取

締役会の定めた順序によ

り、他の執行役又は取締役

がこれにあたる。 

２ 執行役社長を兼務する取

締役に事故があるときは、

あらかじめ取締役会の定め

た順序により、他の執行役

を兼務する取締役が株主総

会を招集し、議長となる。 

（執行役の任期） 

第３１条 執行役の任期は、

選任後１年以内に終了する

事業年度の末日までとす

る。 

（執行役の任期） 

第３１条 執行役の任期は、

選任後１年以内に終了する

事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終

結後最初に招集される取締

役会の終結の時までとす

る。 

２ (略） ２ (略） 

 

(2) 附則 

この定款変更は、主務大臣の認可日から施行する。 
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 第２号議案 取締役13名選任の件 

本件は、原案のとおり承認可決され、

取締役に加藤治彦氏、河野秀喜氏、野

崎昌利氏、大島眞彦氏、亀澤宏規氏、

久保田政一氏、高山寧氏、谷口真司

氏、土屋正裕氏、平田公一氏、二木聡

氏、前田重行氏及び村瀬智之氏が選任

され、それぞれ就任いたしました。 

なお、野崎昌利氏、大島眞彦氏、亀澤

宏規氏、久保田政一氏、高山寧氏、谷

口真司氏、土屋正裕氏、平田公一氏、

二木聡氏、前田重行氏及び村瀬智之氏

は、会社法第２条第15号に定める社外

取締役です。 

 

以 上 

  


